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 関係法令・指針  

 
 
１ 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則（抄） 
 
２ 労働安全衛生法等の一部を改正する法律（労働安全衛生法関係）等の施行について（抄） 
 
３ 製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針 
 
４ 危険性または有害性等の調査等に関する指針 
 
５ 機械の包括的な安全基準に関する指針 
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１ 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則（抄） 

 

労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令  労働安全衛生規則 関係通達 

（事業者等の責務） 

第 3 条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の

防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職

場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場におけ

る労働者の安全と健康を確保するようにしなければ

ならない。また、事業者は、国が実施する労働災害

の防止に関する施策に協力するようにしなければな

らない。 

② 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若し

くは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入す

る者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、

これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、

これらの物が使用されることによる労働災害の発生

の防止に資するように努めなければならない。 

③ 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者

は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作

業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないよ

うに配慮しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（統括安全衛生責任者） 

第 15 条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事

の一部を請負人に請け負わせているもの（当該事業

の仕事の一部を請け負わせる契約が 2 以上あるため、

その者が 2 以上あることとなるときは、当該請負契

約のうちの最も先次の請負契約における注文者とす

る。以下「元方事業者」という。）のうち、建設業そ

の他政令（令 7①）で定める業種に属する事業（以下

「特定事業」という。）を行う者（以下「特定元方事

業者」という。）は、その労働者及びその請負人（元

方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつ

て行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の

すべての請負契約の当事者である請負人を含む。以

下「関係請負人」という。）の労働者が当該場所にお

いて作業を行うときは、これらの労働者の作業が同

一の場所において行われることによつて生ずる労働

災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、

その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるととも

に、第 30 条第 1 項各号の事項を統括管理させなけれ

ばならない。ただし、これらの労働者の数が政令（令

7②）で定める数未満であるときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

令第 7 条 法第 15 条第 1 項の政令で定める業種は、 

造船業とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（元方事業者の講ずべき措置等） 

第 29 条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の

労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基 

 

 

 

昭和 47 年 9 月 18 日基発第 602 号（抄） 

第 3 項の「建設工事の注文者等」には、建設工事以

外の注文者も含まれること。 

第 3 項の「工期等」には、工程、請負金の費目等が

含まれるものであること。 



─　　─1522 

 

労働安全衛生法  労働安全衛生規則 

づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行な

わなければならない。 

② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働

者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく

命令の規定に違反していると認めるときは、是正の

ため必要な指示を行なわなければならない。 

③ 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者

は、当該指示に従わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 30 条の 2 製造業その他政令（未制定）で定める業

種に属する事業（特定事業を除く。）の元方事業者は、

その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の

場所において行われることによつて生ずる労働災害

を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに

関する措置（則 643-2）その他必要な措置（則 643-3

～643-6）を講じなければならない。 

② 前条第 2 項の規定は、前項に規定する事業の仕事

の発注者について準用する。この場合において、同

条第 2 項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事

業者」と、「特定事業の仕事を 2 以上」とあるのは「仕

事を 2 以上」と、「前項」とあるのは「次条第 1 項」

と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全

部」と読み替えるものとする。 

③ 前項において準用する前条第 2 項の規定による指

名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督

署長がする。 

④ 第 2 項において準用する前条第 2 項又は前項の規

定による指名がされたときは、当該指名された事業

者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する

すべての労働者に関し、第 1 項に規定する措置を講

じなければならない。この場合においては、当該指

名された事業者及び当該指名された事業者以外の事

業者については、同項の規定は、適用しない。 

（前条：法 30 条 特定元方事業場の講すべき措置） 

第 30 条  特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の

労働者の作業が同一の場所において行われることによつて

生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な

措置を講じなければならない。 

１  協議組織の設置及び運営を行うこと。 

２  作業間の連絡及び調整を行うこと。 

３  作業場所を巡視すること。 

４  関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に

対する指導及び援助を行うこと。 

５  仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業

（作業間の連絡及び調整） 

第 643 条の 2 第 636 条の規定は、法第 30 条の 2 第 1

項の元方事業者（次条から第 643 条の 6 までにおいて

「元方事業者」という。）について準用する。この場

合において、第 636 条中「第 30 条第 1 項第 2 号」と

あるのは、「第 30 条の 2 第 1 項」と読み替えるものと

する。 

（作業間の連絡及び調整） 

第 636 条  特定元方事業者は、法第 30 条第 1 項第

2 号の作業間の連絡及び調整については、随時、

特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請

負人相互間における連絡及び調整を行なわなけ

ればならない。 

（クレーン等の運転についての合図の統一） 

第 643条の 3 第 639 条第 1 項の規定は、元方事業者に

ついて準用する。 

② 第 639 条第 2 項の規定は、元方事業者及び関係請負

人について準用する。 

（クレーン等の運転についての合図の統一） 

第 639 条  特定元方事業者は、その労働者及び関

係請負人の労働者の作業が同一の場所において

行  われる場合において、当該作業がクレーン

等（クレーン、移動式クレーン、デリック、簡

易リフト又は  建設用リフトで、クレーン則の

適用を受けるものをいう。以下同じ。）を用いて

行うものであるときは、  当該クレーン等の運

転についての合図を統一的に定め、これを関係

請負人に周知させなければならない。 

②  特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行な

う作業について前項のクレーン等の運転につい

ての合図  を定めるときは、同項の規定により

統一的に定められた合図と同一のものを定めな

ければならない。 

（事故現場の標識の統一等） 

第 643条の 4 元方事業者は、その労働者及び関係請負

人の労働者の作業が同一の場所において行われる場 
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種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う 

特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及

び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を

作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に

関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定

に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 

６  前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止する

ため必要な事項 

②  特定事業の仕事の発注者（注文者のうち、その仕事を他

の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同

じ。）で、特定元方事業者以外のものは、一の場所におい

て行なわれる特定事業の仕事を2以上の請負人に請け負わ

せている場合において、当該場所において当該仕事に係る

2以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働

省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行な

う事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講

ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場 所

において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者

で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を2以上

の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。 

③  前項の規定による指名がされないときは、同項の指名

は、労働基準監督署長がする。 

④  第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該

指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に

従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を

講じなければならない。この場合においては、当該指名さ

れた事業者及び当該指名された事業者以外の事業者につい

ては、第1項の規定は、適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等

があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一

的に定め、これを関係請負人に周知させなければなら

ない。 

１ 有機則第 27 条第 2 項本文の規定により労働者を

立ち入らせてはならない事故現場 

２ 電離則第 3 条第 1 項の区域、電離則第 15 条第 1

項の室、電離則第 18 条第 1 項本文の規定により労

働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第

42 条第 1 項の区域 

３ 酸欠則第 9条第 1項の酸素欠乏危険場所又は酸欠

則第 14 条第 1 項の規定により労働者を退避させな

ければならない場所 

② 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自

ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同

項の規定により統一的に定められた標識と同一のも

のによつて明示しなければならない。 

③ 元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必

要がある者以外の者を第 1 項各号に掲げる事故現場

等に立ち入らせてはならない。 

（有機溶剤等の容器の集積箇所の統一） 

第 643条の 5 第 641 条第 1 項の規定は、元方事業者に

ついて準用する。 

② 第 641 条第 2 項の規定は、元方事業者及び関係請負

人について準用する。 

（有機溶剤等の容器の集積箇所の統一） 

第 641 条  特定元方事業者は、その労働者及び関

係請負人の労働者の作業が同一の場所において

行われる場合において、当該場所に次の容器が

集積されるとき（第 2 号に掲げる容器について

は、屋外に集積されるときに限る。）は、当該容

器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係

請負人に周知させ  なければならない。 

  １ 有機溶剤等（有機則第 1 条第 1 項第 2 号の

有機溶剤等をいう。以下同じ。）を入れてある

容器 

  ２ 有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶

剤の蒸気が発散するおそれのあるもの 

②  特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所

に前項の容器を集積するとき（同項第 2 号に掲

げる容器については、屋外に集積するときに限

る。）は、同項の規定により統一的に定められた

箇所に集積しなければならない。 

（警報の統一等） 

第 643条の 6 元方事業者は、その労働者及び関係請負
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人の労働者の作業が同一の場所において行われると

きには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを

関係請負人に周知させなければならない。 

 １ 当該場所にあるエックス線装置に電力が供給さ

れている場合 

 ２ 当該場所にある電離則第 2条第 2項に規定する放

射性物質を装備している機器により照射が行われ

ている場合 

 ３ 当該場所において火災が発生した場合 

② 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、

エックス線装置に電力を供給する場合又は前項第 2

号の機器により照射を行う場合は、同項の規定により

統一的に定められた警報を行わなければならない。当

該場所において、火災が発生したこと又は火災が発生

するおそれのあることを知つたときも、同様とする。

③ 元方事業者及び関係請負人は、第 1 項第 3 号に掲げ

る場合において、前項の規定により警報が行われたと

きは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要が

ある者以外の者を退避させなければならない。 

（法第 30 条の 2 第 1 項の元方事業者の指名） 

第 643 条の 7 第 643 条の規定は、法第 30 条の 2 第 2

項において準用する法第 30 条第 2 項の規定による指

名について準用する。この場合において、第 643 条第

1 項第 1 号中「第 30 条第 2 項の場所」とあるのは「第

30 条の 2 第 2 項において準用する法第 30 条第 2 項の

場所」と、「特定事業（法第 15 条第 1 項の特定事業を

いう。）の仕事」とあるのは「法第 30 条の 2 第 1 項に

規定する事業の仕事」と、「建築工事における躯く体

工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、同条第

2 項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」

と読み替えるものとする。 

第 31 条の 2 化学物質、化学物質を含有する製剤その

他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令（令 9-3）

で定めるものの改造その他の厚生労働省令（則

662-3）で定める作業に係る仕事の注文者は、当該

物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働

災害を防止するため必要な措置（則 662-4）を講じ

なければならない。 

（法第 31 条の 2 の政令で定める設備） 

令第 9条の 3 法第 31 条の 2 の政令で定める設備は、

次のとおりとする。 

 １ 化学設備（別表第 1 に掲げる危険物（火薬類 

取締法第 2 条第 1 項に規定する火薬類を除く。） 

を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサ 

（令第 9 条の 3第 2 号の厚生労働省令で定める第二類物

質） 

第 662条の 2 令第 9 条の 3 第 2 号の厚生労働省令で定

めるものは、特化則第 2 条第 3 号に規定する特定第二

類物質とする。 

（法第 31 条の 2 の厚生労働省令で定める作業） 

第 662 条の 3 法第 31 条の 2 の厚生労働省令で定める

作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、

当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち

入る作業とする。 

（文書の交付等） 

第 662 条の 4 法第 31 条の 2 の注文者（その仕事を他

の者から請け負わないで注文している者に限る。）は、
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ノール、クレオソート油、アニリンその他の引

火点が 65 度以上の物を引火点以上の温度で製造

し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のも

のをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接

装置及び乾燥設備を除く。第 15 条第 1 項第 5 号

において同じ。）及びその附属設備 

２ 特定化学設備（別表第 3 第 2 号に掲げる第二 

類物質のうち厚生労働省令で定めるもの 

（則 662-2）又は同表第 3 号に掲げる第三類物 

質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外 

のものをいう。第 15 条第 1 項第 10 号において 

同じ。）及びその附属設備 

次の事項を記載した文書（その作成に代えて電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

つては認識することができない方式で作られる記

録であつて、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。以下同じ。）の作成がされている

場合における当該電磁的記録を含む。次項において

同じ。）を作成し、これをその請負人に交付しなけ

ればならない。 

１ 法第 31 条の 2 に規定する物の危険性及び有害性

 ２ 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛

生に関する事項 

 ３ 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を 

確保するための措置 

４ 当該物の流出その他の事故が発生した場合にお

いて講ずべき応急の措置 

② 前項の注文者（その仕事を他の者から請け負わない

で注文している者を除く。）は、同項又はこの項の規

定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交

付しなければならない。 

③ 前 2 項の規定による交付は、請負人が前条の作業を

開始する時までに行わなければならない。 

（違法な指示の禁止） 

第 31 条の 4 注文者は、その請負人に対し、当該仕事

に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労

働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の

規定に違反することとなる指示をしてはならない。 

 

 

 

 

 

（請負人の講ずべき措置等） 

第 32 条  

② 第 30 条の 2 第 1 項又は第 4 項の場合において、同

条第 1 項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請

負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定

により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じ

なければならない。 

⑤ 第 31 条の 2 の場合において、同条に規定する仕事

に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置

に応じて、必要な措置（則 663-2）を講じなければ

ならない。 

⑥ 第 30 条第 1 項若しくは第 4 項、第 30 条の 2 第 1

項若しくは第 4 項、第 30 条の 3 第 1 項若しくは第 4

項、第 31 条第 1 項又は第 31 条の 2 の場合において、

労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講

ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（法第 32 条第 5 項の請負人の義務） 

第 663 条の 2 法第 32 条第 5 項の請負人は、第 662 条の

4 第 1 項又は第 2 項に規定する措置が講じられていな

いことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申

し出なければならない。 
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２ 労働安全衛生法等の一部を改正する法律（労働安全衛生法関係）等の施行について 

 

基発第 0224003 号 

平成 18 年 2 月 24 日 

 

 

I 労働安全衛生法関係（抄） 

 ２ 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置（第 30

条の 2 関係） 

 （１）第 1 項の「一の場所」の範囲 

    「一の場所」の範囲については、昭和 47 年 9

月 18 日付け基発第 602 号 I の 7 の（２）と同様

であること。 

    なお、これを化学工業関係、鉄鋼業関係、自

動車製造業関係について例示すれば、次のよう

に考えられること。 

ア 化学工業関係 

製造施設作業場の全域 

用役（ユーティリティ） 

施設作業場の全域    又は化学工業事業場の全域 

入出荷施設作業場の全域 

 

イ 鉄鋼業関係 

製鉄作業場の全域 

熱延作業場の全域  又は製鉄所の全域 

冷延作業場 の全域 

 

ウ 自動車製造業関係 

プレス・溶接作業場 

       の全域 

塗装作業場の全域   又は自動車製造事業場の全域 

組立作業場の全域 

 

 （２）第 1 項の「その他政令で定める業種」は、定

められていないこと。 

 （３）第 1 項の「作業間の連絡及び調整」とは、混

在作業による労働災害を防止するために、次に

掲げる一連の事項の実施等により行うものであ

ること。 

   ① 各関係請負人が行う作業についての段取り

の把握 

   ② 混在作業による労働災害を防止するための

段取りの調整 

 

   ③ ②の調整を行った後における当該段取りの

各関係請負人への指示 

 （４）第 2 項及び第 4 項の規定は、第 30 条第 2 項及

び第 4 項と同様、いわゆる分割発注等の場合に

みられるように、同一の場所において相関連し

て行われる一の仕事が二以上の請負人に分割し

て発注され、かつ、発注者自身は当該仕事を自

ら行わない場合について規定したものであるこ

と。 

 （５）第 3 項の規定により労働基準監督署長が指名

を行う場合は、昭和 47 年 9 月 18 日付け基発第

602 号の別紙様式第 2 号と同様の様式により行

うこと。この場合において指名の対象となる事

業者は原則として安衛則第 643 条の 7 において

準用する第 643 条第 1 項各号のいずれかに該当

する者のうちから選定すること。 

 

 ３ 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備の改造

等の仕事の注文者の講ずべき措置（第 31 条の 2

関係） 

   近年、業務の外注化が進展する中、爆発等のお

それがある危険有害な化学物質の製造設備などの

改造、修理、清掃等の作業の外注が頻繁に行われ、

これらの作業を行う外部の建設業者等が、当該設

備の中の化学物質の危険性・有害性や、取扱上の

注意事項等の情報を十分に知らないまま作業を行

っていたこと等による労働災害が発生している。 

   このため、一定の危険有害な化学物質を製造し、

又は取り扱う設備の改造等の作業を注文する者に

対して、当該作業において注意すべき事項等の情

報を請負人に提供する義務を課すとともに、注文

者から情報提供を受けた請負人は、その関係する

情報を下請負人に通知する義務を課すこととした

こと。 
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IV 労働安全衛生規則関係（抄） 

 第１ 改正の要点 

  ８ 元方事業者による連絡調整等 

    法第 30 条の 2 第 1 項の元方事業者は、随時、

同項の元方事業者と関係請負人との間及び関係

請負人相互間における連絡及び調整を行わなけ

ればならないものとするとともに、特定元方事

業者の講ずべき措置に準じて、合図、標識、警

報を統一し、関係請負人に周知させなければな

らないものとしたこと。（第 643 条の 2 から第

643 条の 7 まで） 

 

  ９ 化学設備の改造等の仕事の発注者による請負

人への情報提供 

  （１）仕事の発注者が（２）の措置を講じなけれ

ばならない作業は、化学設備及び特定化学設

備並びにこれらの附属設備の改造、修理、清

掃等の作業で、当該設備を分解するもの又は

当該設備の内部に立ち入るものとしたこと。

（第 662 条の 3） 

  （２）発注者は、製造し、又は取り扱う物の危険

性及び有害性、当該作業において注意すべき

安全又は衛生に関する事項等を記載した文書

を作成し、これをその請負人に交付しなけれ

ばならないものとしたこと。（第 662 条の 4） 

 

 第２ 細部事項 

  ２２ 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置

（第 643 条の 2 から第 643 条の 7 まで関係） 

  （１）法第 30 条の 2 第 1 項の元方事業者が講ずべ

き、作業間の連絡及び調整を行うことに関す

る措置その他必要な措置の内容を、特定元方

事業者が講ずべき措置に準じて規定したこと。

なお、特定元方事業者に係る第 640 条第 1 項

第 2 号に掲げる場所並びに第 642 条第 1 項第

3 号及び第 5 号に掲げる場合については、法

第 30条の 2第 1項の元方事業者においては想

定されないことから、これらに相当する規定

を設けていないこと。（第 643 条の 2 から第

643 条の 6 まで関係） 

  （２）（１）の措置に応じて請負人が講ずべき措置

の内容を規定したこと（第 643条の 3第 2項、

第 643 条の 4 第 2 項及び第 3 項、第 643 条の

5 第 2 項、第 643 条の 6 第 2 項及び第 3 項関

係）。 

 

  ２３ 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備の

改造等の仕事の注文者の講ずべき措置（第 662

条の 2 から第 662 条の 4 まで関係） 

  （１）第 662 条の 3 関係 

    ア 本条の規定は、注文者から請負事業者に

発注して作業が行われる改造等の仕事のう

ち、特に、第 275 条に規定する分解等の作

業については、注文者による文書の交付等

による請負事業者への情報提供により、未

然に労働災害を防止する必要があることか

ら、対象としたものであること。 

    イ 「清掃等」の「等」には、塗装、解体及

び内部検査が含まれること。 

  （２）第 662 条の 4 関係 

    ア 本条に基づく文書は、注文者が請負事業

者に発注する改造等の仕事ごとに作成、交

付すれば足りるものであり、当該仕事に含

まれる個別の作業ごとに作成、交付する必

要はないこと。 

    イ また、同種の仕事を反復して発注する場

合において、既に当該仕事に係る文書が交

付されているときは、再度文書の交付を行

う必要はないこと。 

    ウ 第 1 号の「危険性及び有害性」には、化

学物質等安全データシート（MSDS）又は書

籍、学術論文等から抜粋した当該化学物質

の危険有害性情報があること。 

    エ 第 2 号の「当該仕事の作業において注意

すべき安全又は衛生に関する事項」には、

各作業ごとに記載した安全及び衛生に配慮

した作業方法、発注者の直接の指示を必要

とする作業の実施方法、作業場所の周囲に

おける設備の稼働状況等の具体的な安全又

は衛生に関する連絡事項があること。 

    オ 第 3 号の「当該仕事の作業について講じ

た安全又は衛生を確保するための措置」に

は、発注者が講じた動力源の遮断、バルブ・

コックの閉止、設備内部の化学物質等の排

出措置等があること。 

    カ 第 4 号の「当該物の流出その他の事故が

発生した場合において講ずべき応急の措

置」には、関係者への連絡、火災発生時に

おける初期消火の実施、被災者に対する救

護措置等があること。
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３ 製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針 

 

基発第 0801010 号 

平成 18 年８月１日 

 

製造業（造船業を除く。）における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針 

 

第１ 趣旨及び適用範囲 

 

１ 本指針の趣旨 

 製造業においては、近年、業務請負が増加し、

これを背景とした労働災害が発生している。また、

関係請負人の労働災害の発生率は、元方事業者の

ものと比較して一般に高いところである。 

 これら関係請負人は、設備の修理、製品の運搬

等危険、有害性の高い作業を分担することが多く、

さらにその作業場所が元方事業者の事業場構内で

あることから、関係請負人の自主的な努力のみで

は十分な災害防止の実をあげられない面があるた

め、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以

下「法」という。）においては、従来から、当該事

業遂行の全般について権限と責任を有している元

方事業者に一定の義務を課してきたところである

が、今般、元方事業者の労働者及び関係請負人の

労働者の作業が同一の場所において行われること

によって生ずる労働災害（以下「混在作業による

労働災害」という。）を防止するため、労働安全衛

生法等の一部を改正する法律（平成 17 年法律第

108 号）により、製造業（造船業を除く。）の元方

事業者に作業間の連絡調整の実施等が義務付けら

れたところである。 

 本指針は、製造業（造船業を除く。）における元

方事業者及び関係請負人の労働災害の防止を図る

ことを目的とし、元方事業者による関係請負人も

含めた事業場全体にわたる安全衛生管理（以下「総

合的な安全衛生管理」という。）を確立するため、

元方事業者及び関係請負人のそれぞれが法令に基

づき実施しなければならない事項及び実施するこ

とが望ましい事項を併せて示したものである。 

 

２ 本指針の対象 

 本指針は、製造業（造船業を除く。）に属する事

業の元方事業者（以下本指針において単に「元方

事業者」という。）及び関係請負人を対象とする。 

 なお、事業者が、設備の改修の全部を建設事業

者に発注する場合など仕事の全部を注文し自らは

その仕事を行わない場合は、当該事業者は元方事

業者には該当しないが、第 2 の 9 及び 12 の(1) 等

法令に基づき注文者が実施しなければならない事

項は、当然に遵守する必要がある。 

 

 

第２ 元方事業者が実施すべき事項 

 元方事業者は、総合的な安全衛生管理を確立するため、以下の事項を実施すること。 

 

１ 総合的な安全衛生管理のための体制の確立及

び計画的な実施 

(1) 作業間の連絡調整等を統括管理する者の選任

等 

 元方事業者は、総合的な安全衛生管理の体制

を確立するため、元方事業者の事業場全体の労

働者の数（元方事業者の労働者及び関係請負人

の労働者を合わせた労働者数）が常時 50 人以上

である場合は、作業間の連絡調整等 2 以下に掲

げる事項を統括管理する者を選任し、当該事項

を統括管理させること。 

(2) 安全衛生に関する計画の作成及び実施 

 元方事業者は、労働災害防止対策として実施

すべき主要な事項（関係請負人に対して実施す

る事項を含む。）を定めた安全衛生に関する計画

（以下「安全衛生計画」という。）を作成し、関

係請負人に周知させること。また、安全衛生計

画に沿って労働災害防止対策を実施すること。 

 

２ 作業間の連絡調整の実施 

 元方事業者は、混在作業による労働災害を防止

するため、随時、元方事業者と関係請負人との間

及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び

調整を行う必要があること。（法第 30 条の 2 第 1

項）作業間の連絡調整の具体的な内容は、混在作

業の内容に応じ異なるが、次の表の左欄に掲げる
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場合には、同表の右欄に定める措置を講じること。 

 また、作業間の連絡調整の具体的な実施は、作

業発注時にあらかじめ作業指示書に具体的な実施

事項を記載した上で関係請負人に通知する、現場

における作業開始前の打合せにおいて関係請負人

に指示する等の方法によること。 
 

ア 一の作業に用いられる一連の機械等について、

ある関係請負人が運転を、別の関係請負人が点検

等を行う場合 

 それぞれの作業の開始又は終了に係る連絡、作

業を行う時間帯の制限等の措置 

イ 複数の関係請負人がそれぞれ車両系荷役運搬

機械等を用いた荷の運搬等の作業を行う場合 

 作業経路の制限、作業を行う時間帯の制限等の

措置 

ウ ある関係請負人が溶鉱等の高熱溶融物の運搬等

周囲に火災等の危険を及ぼす作業を、別の関係請

負人がその周囲で別の作業を行う場合 

 周囲での作業に係る範囲の制限等の措置 

エ ある関係請負人が有機溶剤を用いた塗装作業

を、別の関係請負人が溶接作業を行う場合 

 通風又は換気、防爆構造による電気機械器具の

使用等についての指導、作業を行う時間帯の制限

等の措置 

オ ある関係請負人が物体の落下を伴うおそれの

ある作業を、別の関係請負人がその下の場所で別

の作業を行う場合 

 落下防止措置に関する指導、物体の落下のおそ

れがある場所への立入り禁止又は当該場所で作

業を行う時間帯の制限等の措置 

カ ある関係請負人が別の関係請負人も使用する

通路等に設けられた手すりを取り外す場合、設備

の安全装置を解除する場合等 

 その旨の別の関係請負人への連絡、必要な災害

防止措置についての指導等の措置 

キ ある関係請負人が化学設備を開放し、当該化学

設備の内部に立ち入って修理を、別の関係請負人

がその周囲で別の作業を行う場合 

 化学物質等の漏洩防止に関する指導、作業を行

う時間帯の制限、法第 31 条の 2 の化学物質等の

危険性及び有害性等に関する情報の提供等の措

置 

ク その他、元方事業者と関係請負人及び関係請負

人相互が混在作業を行う場合 

 当該混在作業によって生ずる労働災害の防止

を図るために必要な措置 

 

３ 関係請負人との協議を行う場の設置及び運営 

 元方事業者は、関係請負人との間において必要

な情報を共有し、共通認識を持つことが混在作業

による労働災害防止に当たって有効であることか

ら、関係請負人の数が少ない場合を除き、関係請

負人と協議を行う場（以下「協議会」という。）を

設置し、定期的に開催するとともに、その使用す

る労働者に協議会における協議結果を周知させる

こと。 

 また、機械等を導入し、又は変更したとき、元

方事業者又は関係請負人の作業内容を大幅に変更

したとき、関係請負人が入れ替わったとき等混在

作業による労働災害の防止のために協議すべき必

要が生じたときにも協議会を開催すること。 

 協議会の参加者及び議題は、次によること。 

ア 参加者 

(ｱ) 元方事業者 

a 作業間の連絡調整等の統括管理を行う者 

b 安全管理者及び衛生管理者又は安全衛生推

進者（以下「安全管理者等」という。） 

c 職長等 

(ｲ) 関係請負人 

a 第 3 の 1 により関係請負人が選任する責任

者 

b 安全管理者等 

イ 議題 

 議題には、①安全衛生に関する方針、目標、

計画に関すること、②作業手順や点検基準等の

安全衛生規程及び当該規程に基づく作業等の実

施に関すること、③労働者に対する教育の実施

に関すること、④クレーン等の運転についての

合図の統一等に関すること、⑤作業場所の巡視

の結果及びこれに基づく措置に関すること、⑥

労働災害の原因及び再発防止対策に関すること

等があること。 

４ 作業場所の巡視 

 元方事業者は、連絡調整の実施状況等現場の状

況を確認することが混在作業による労働災害の防

止に当たって有効であることから、定期的に、混

在作業による労働災害を防止するため必要な範囲
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について作業場所を巡視すること。また、機械等

を導入し、又は変更したとき、元方事業者又は関

係請負人の作業内容を大幅に変更したとき、関係

請負人が入れ替わったとき等においても同様に巡

視すること。 

 巡視に当たっては、労働安全衛生規則（昭和 47

年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。）第

6 条による安全管理者の職場巡視や、３の協議会

においてパトロールを実施する場合の当該パトロ

ールに併せて実施するなど、事業場全体の安全衛

生管理活動との関連性を考慮して効果的かつ効率

的に実施すること。 

 

５ 関係請負人が実施する安全衛生教育に対する

指導援助 

 元方事業者は、必要に応じ、関係請負人が行う

労働者の雇入れ時教育、作業内容変更時教育、特

別教育等の安全衛生教育について、場所の提供、

資料の提供等を行うこと。 

 

６ クレーン等の運転についての合図の統一等 

 元方事業者は、クレーン等の運転についての合

図の統一、事故現場等の標識の統一等、有機溶剤

等の容器の集積箇所の統一、警報の統一等を行う

必要があること。（安衛則第 643 条の 3 から第 643

条の 6 まで） 

 

７ 元方事業者による関係請負人の把握等 

(1) 関係請負人の責任者等の把握 

 元方事業者は、作業間の連絡調整、協議会の

設置運営等の円滑な実施のため、関係請負人に

対し、請負契約の成立後速やかに、作業間の連

絡調整等を統括管理する元方事業者に属する者

との連絡等を行う責任者（第３の１）の選任状

況及び安全管理者等の選任状況を通知させ、こ

れを把握しておくこと。 

 また、新たに作業を行うこととなった関係請

負人に対しては、関係請負人が作業を開始する

こととなった日以前の作業間の連絡調整の措置、

クレーン等の運転についての合図の統一等及び

協議会における協議内容のうち、当該関係請負

人に係る必要な事項を周知させること。 

(2) 労働災害発生のおそれのある機械等の持込み

状況の把握 

 元方事業者は、関係請負人が防爆構造の電気

機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機

械等労働災害発生のおそれのある機械等を持ち

込む場合は、当該関係請負人に、事前に通知さ

せこれを把握しておくとともに、定期自主検査、

作業開始前点検等を確実に実施させること。 

 

８ 機械等を使用させて作業を行わせる場合の措

置 

 元方事業者は、関係請負人に自らが管理権原を

有する機械等を使用させて作業を行わせる場合に

は、当該機械等について、法令上の危害防止措置

が適切に講じられていることを確認するとともに、

当該機械等について法第 28条の 2第 1項に基づく

調査等を実施した場合には、リスク低減措置を実

施した後に見込まれる残留リスクなどの情報を当

該関係請負人に対して提供すること。 

 また、当該機械等の定期自主検査、作業開始前

点検等を当該関係請負人に確実に実施させるとと

もに、定期自主検査の結果、作業環境測定結果の

評価、労働者の特殊健康診断の結果等により、当

該機械等の補修その他の改善措置を講じる必要が

ある場合は、当該関係請負人に必要な権限を与え

改善措置を講じさせるか、又は元方事業者自らが

当該関係請負人と協議の上、これを講じること。 

 

９ 危険性及び有害性等の情報の提供 

 元方事業者は、化学設備等の改造等の作業にお

ける設備の分解又は設備の内部への立入りを関係

請負人に行わせる場合には、その作業が開始され

る前に、当該設備で製造し、取り扱う物の危険性

及び有害性等の事項を記載した文書等を作成し、

当該関係請負人に交付する必要があること。（法第

31 条の 2） 

１０ 作業環境管理 

 元方事業者は、作業環境測定結果の評価に基づ

いて関係請負人が実施する作業環境の改善、保護

具の着用等について、必要な指導を行うこと。 

 なお、元方事業者の労働者と関係請負人の労働

者の作業が同一の場所で行われている場合におけ

る作業環境測定については、一の事業者が作業環

境測定を行い、その結果を共同利用することとし

ても差し支えないものであるため（昭和 50 年 8

月 1 日付け基発第 448 号通達の記の第 5 の第 65

条関係）、元方事業者が実施した作業環境測定の結

果は、当該測定の範囲において作業を行う関係請

負人が活用できるものであること。 

 

１１ 健康管理 

 関係請負人の労働者の健康管理は当該関係請負

人が行う必要があるものであるが、元方事業者は、

関係請負人の労働者の健康診断の受診率を高める
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ため、自らの労働者に対して実施する健康診断と

関係請負人がその労働者に対して実施する健康診

断を同じ日に実施することができるよう日程調整

する、関係請負人に対して健康診断機関を斡旋す

る等の措置を行うこと。また、元方事業者は、必

要に応じ、関係請負人に対し健康管理手帳制度の

周知その他有害業務に係る健康管理措置の周知等

を行うこと。 

 

１２ その他請負に伴う実施事項 

(1) 仕事の注文者としての配慮事項 

 元方事業者は、労働者の危険及び健康障害を

防止するための措置を講じる能力がない事業者、

必要な安全衛生管理体制を確保することができ

ない事業者等労働災害を防止するための事業者

責任を遂行することのできない事業者に仕事を

請け負わせないこと。 

 また、元方事業者は、仕事の期日等について

安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのあ

る条件を付さないように配慮する必要があるこ

と。（法第 3 条第 3 項） 

 このため、元方事業者の組織内における安全

衛生管理部門並びに設計部門及び作業発注部門

間の連携を図ること。 

 なお、これらの事項は、仕事の全部を注文し

自らは仕事を行わない事業者についても同様で

あること。 

(2) 関係請負人及びその労働者に対する指導等 

 元方事業者は、関係請負人及びその労働者が

法令の規定に違反しないよう必要な指導及び違

反していると認められる場合における必要な指

示等を行う必要があること。（法第 29 条） 

(3) 適正な請負 

 請負とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、

相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う

ことを約するもの（民法（明治 29 年法律第 89

号。以下「民法」という。）第 632 条）であり、

注文者と労働者との間に指揮命令関係を生じな

いものであるが、元方事業者と関係請負人の労

働者との間に現に指揮命令関係がある場合（具

体的には「労働者派遣事業と請負により行われ

る事業との区分に関する基準（昭和 61 年労働省

告示第 37 号）」により判断される。）には、請負

形式の契約により仕事が行われていても労働者

派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律（昭和 60 年法律第 88 号。以下「労

働者派遣法」という。）の適用を受けることにな

る。この場合、元方事業者は、当該労働者につ

いて、同法に基づき派遣先事業主として労働安

全衛生法上の措置を講じる必要があること。 

 

 

第３ 関係請負人が実施すべき事項 

 

１ 元方事業者との連絡等を行う責任者の選任 

 関係請負人は、元方事業者が第２の１（１）の

作業間の連絡調整等を統括管理する者を選任した

場合は、当該者との連絡その他労働災害を防止す

るために必要な事項を実施する責任者を選任し、

当該事項を実施させること。 

 

２ 作業間の連絡調整の措置の実施 

 関係請負人は、第２の２の元方事業者による作

業間の連絡調整の措置のうち、当該関係請負人に

関係する事項について、その使用する労働者に周

知させ、これを確実に実施すること。 

 

３ 協議会への参加 

 関係請負人は、元方事業者において第 2 の 3 の

協議会が設置された場合は、第２の３のア（イ）

の者等を参加させるとともに、その使用する労働

者に協議会における協議結果を周知させること。 

 

 

４ クレーン等の運転についての合図の統一等 

 関係請負人は、クレーン等の運転についての合

図を定めるときは、元方事業者が統一的に定めた

クレーン等の運転についての合図と同一のものを

定める必要があること（法第 32 条第 1 項、安衛則

第 643 条の 3 第 2 項）。 

 事故現場等の標識の統一等、有機溶剤等の容器

の集積箇所の統一、警報の統一等についても同様

であること。 

 

５ 関係請負人に関する事項の通知等 

(1) 名称等の通知 

ア 関係請負人は、元方事業者から直接仕事を

請け負った場合は元方事業者に対し、別の関

係請負人から仕事を請け負った場合は当該別

の関係請負人に対し、請負契約の成立後速や

かに、第３の１により関係請負人が選任する

責任者の選任状況、安全管理者等の選任状況
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を通知すること。 

 

イ 関係請負人は、仕事の一部を別の関係請負

人に請け負わせる場合は、当該別の関係請負

人から通知された情報についても、併せて上

記アにより通知すること。 

(2) 労働災害発生のおそれのある機械等の持込み

状況の通知 

 関係請負人は、防爆構造の電気機械器具、車

両系荷役運搬機械、車両系建設機械等労働災害

発生のおそれのある機械等を持ち込む場合は、

元方事業者に対し事前に通知すること。また、

持込んだ機械等の定期自主検査、作業開始前点

検等を確実に実施する必要があること。 

 

６ 機械等を使用させて作業を行わせる場合の措

置 

 関係請負人は、別の関係請負人に自らが管理権

原を有する機械等を使用させて作業を行わせる場

合には、当該機械等について法令上の危害防止措

置が適切に講じられていることを確認するととも

に、当該機械等について法第 28 条の 2 第 1 項に基

づく調査等を実施した場合には、リスク低減措置

を実施した後に見込まれる残留リスクなどの情報

を当該別の関係請負人に対して提供すること。 

 また、当該機械等の定期自主検査、作業開始前

点検等を当該別の関係請負人に確実に実施させる

とともに、定期自主検査の結果、作業環境測定結

果の評価、労働者の特殊健康診断の結果等により、

当該機械等の補修その他の改善措置を講じる必要

がある場合は、当該別の関係請負人に必要な権限

を与え改善措置を講じさせるか、又は当該関係請

負人自らが当該別の関係請負人と協議の上、これ

を講じること。 

 

７ 危険性及び有害性等の情報の交付 

 関係請負人は、化学設備等の改造等の作業にお

ける設備の分解又は設備の内部への立ち入りを別

の関係請負人に行わせる場合には、その作業が開

始される前に、当該設備で製造し、取り扱う物の

危険性及び有害性等の事項を記載した文書等を当

該別の関係請負人に交付する必要があること。（法

第 31 条の 2） 

 

 

 

 

 

８ 健康管理 

 関係請負人は、元方事業者がその労働者に対す

る健康診断の実施日に合わせて関係請負人の労働

者に対する健康診断を実施することができるよう

日程調整した場合は、その日に健康診断を受診さ

せることにより、労働者の受診率を高めること。 

 なお、関係請負人の労働者の健康診断結果等の

労働者個人の健康情報については、当該関係請負

人が責任を持って取り扱う必要があること。ただ

し、作業環境の管理や就業上の措置を講じるに当

たって、元方事業者が関係請負人の労働者個人の

健康情報を取り扱う必要がある場合は、当該関係

請負人がその旨を当該労働者に説明し、本人の同

意を得た上で元方事業者に提供すること。 

 

９ その他請負に伴う実施事項 

(1) 仕事の注文者としての配慮事項 

 関係請負人が、仕事の一部を別の関係請負人

に請け負わせる場合は、労働者の危険及び健康

障害を防止するための措置を講じる能力がない

事業者、必要な安全衛生管理体制を確保するこ

とができない事業者等労働災害を防止するため

の事業者責任を遂行することのできない事業者

に仕事を請け負わせないこと。 

 また、この場合、関係請負人は、仕事の期日

等について安全で衛生的な作業の遂行を損なう

おそれのある条件を付さないように配慮する必

要があること（法第 3 条第 3 項）。 

(2) 適正な請負 

 請負とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、

相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う

ことを約するもの（民法第 632 条）であり、注

文主と労働者との間に指揮命令関係を生じない

ものであるが、関係請負人が仕事の一部を別の

関係請負人に請け負わせた場合で、当該関係請

負人と当該別の関係請負人の労働者との間に現

に指揮命令関係がある場合（具体的には「労働

者派遣事業と請負により行われる事業との区分

に関する基準（昭和 61 年労働省告示第 37 号）」

により判断される。）には、請負形式の契約によ

り仕事が行われていても労働者派遣事業に該当

し、労働者派遣法の適用を受けることになる。

この場合、当該関係請負人は、当該別の関係請

負人の労働者について、同法に基づき派遣先事

業主として労働安全衛生法上の措置を講じる必

要があること。 


